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2022.10～改正職安法がはじまりました 
職業安定法上の募集情報等提供事業者（求⼈メディア）の対象を⼤幅に広げ、「届け出制」
を導⼊する改正職安法が１０⽉１⽇にスタートしました。ＡＩやＩＴなどの急速な進化に伴
い、多種多様な「雇⽤仲介サービス」が求⼈企業と求職者の間に広がる中、サービス内容の
実態把握と職業紹介事業との「境界整理」を進めて利⽤者の保護を図ります。⽟⽯混交のプ
レーヤーが存在する求⼈メディア業界。サービスを競い合う事業者間、そして活⽤する求
⼈・求職者の視点に⽴った新たな「労働市場整備」が動き出します。 

 「雇⽤仲介サービス」には、職安法に位置づけられた職業紹介（許可事業）や既存の求⼈
メディア以外にも、求⼈情報を集約化するアグリゲーターや⼈材データベース、ＳＮＳ、ス
ポットマッチング、クラウドソーシングなど、伝統的なイメージを超える多様なサービスが
次々と誕⽣しています。⼊職経路として活⽤が急速に拡⼤しており、こうした「新形態サー
ビス」の実態把握は的確な雇⽤政策を打ち出すうえで⾒過ごすことのできない状況にありま
した。 

 とりわけ、需給調整機能の⼀翼を担いながら急拡⼤する「新形態サービス」においては、
職安法や労働基準法、労働者派遣法を把握した従来の⼈材サービス企業とは異なる分野から
新規参⼊してくるケースも⽬⽴ち、現⾏の法律やルールでカバーできていない部分が散⾒さ
れました。今回の改正職安法で重要なのは、現場を管理監督する規制強化⼀辺倒ではなく、
「マッチング機会を⽣み出す新たなイノベーションを阻害しない」という観点が改正議論の
⼟台に据えられていたことです。 

「的確表⽰・苦情処理・個⼈情報保護」＆「違反処分」 
 求⼈メディア等のマッチング機能の質の向上――。改正法の最⼤の狙いはここにあります。
事業者向けの法令解説の中で厚⽣労働省は「求職活動におけるインターネットの利⽤が拡⼤
する中、就職・転職の主要なツールとなっている求⼈メディア等について、幅広く求⼈情報・
求職者情報を提供する事業を法的に位置づける」と明記。「職業安定機関との相互の協⼒の
対象に含めるとともに、安⼼してサービスを利⽤できる環境とするため、求⼈メディア等が
依拠すべきルールを明確にする」と謳っています。 

 この考え⽅と⽅針を実現すべく、「３つの義務」を改正法の中に落とし込みました。厚労
省の資料とアドバンスニュースの取材を総合して紐解くと、 
（１）求⼈情報の的確表⽰（虚偽または誤解を⽣じさせる表⽰を禁⽌し、最新かつ正確な内
容に保つための措置を講じること）を義務付け 
（２）迅速・適切な苦情処理を義務付け 
（３）個⼈情報の保護や秘密保持を義務付け 

が事業者対応の核⼼となります。加えて、これまで指針で盛り込んでいた違反が法令に“格
上げ”されたことに伴い、厚労省は指導・助⾔の枠を超えて、法令違反に対する改善命令・
事業停⽌命令などの⾏政処分が可能となりました。なお、的確表⽰は、職業紹介事業者や求
⼈企業（労働者の募集を⾏う者）にも同様に義務づけられます。 



 ⼀⽅で、⾏政の管理監督による「お上と事業者」といった関係性だけではなく、事業者を
官⺠連携の主体として位置づけて「相互協⼒」していくことを規定しているのも特徴です。 

 改正法が無事にスタートを切ったいま、厚労省は求⼈メディアの優良認定やその中に含ま
れる「新形態サービス」に絞った優良認定などの検討を進めています。また、期限となる１
２⽉末までの届け出の内容を精査して、年明け以降は許可制の職業紹介事業への誘導や指導
もケースバイケースで展開していく⽅針です。 

 


